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現在、ユーロ圏および EU では金融に対する規制・監督制度の再構築が行われている。

2014 年、ユーロ圏において銀行同盟の一機能として単一銀行監督制度（SSM）が設置され、

一定の条件を満たす約 130 行の大銀行が欧州中央銀行（ECB）から直接監督されることと

なった。ユーロ危機以前の銀行監督権限の分散状況に比べれば、銀行同盟の設立は大きな

前進であるといえる。しかし現実には、銀行同盟は、加盟国政府のみならず銀行業界の意

向が反映され、金融危機の再発を防止できるものになっているとは言い難い1。有効な金融

規制・監督制度の構築が困難になっている現状に鑑みれば、その困難を特定し除去するた

めにも、EU の銀行の経営行動と併せて EU 金融統合を検討することが不可欠である。より

具体的には、EU の銀行業界の再編やそれに伴う統合に対する意向の変化が、EU の金融監

督制度の構築に及ぼした影響を歴史的に検討しなければならない。 

このような問題意識から、本研究は、ユーロ危機以前（2004-07 年）に生じた EU の銀行

監督制度の変更、すなわち、銀行合併に関する受入国政府の監督権限が制限された事例に

着目する。振り返れば、単一市場計画によって EU の金融市場統合は大きく進展した。1992

年の第 2 次銀行指令は、主にリテール部門の市場統合を狙い、本国監督主義の原則を採用

することで受入国政府の権限を大きく制限したと言われる（岩田［1996］）。しかし、一部

の分野では受入国政府の銀行監督権限は依然として大きいままであった。その分野の 1 つ

は銀行合併に関する監督権限である。同指令第 11 条のもとでは、受入国政府は自国銀行の

「健全で慎重な経営を確保するための必要性という観点で」その買収に対して認可を与え

るかどうかを検討することができた。この曖昧な規定は受入国の銀行監督当局に大きな裁

量の余地を残しており、本研究で触れるように、実際に受入国は自国銀行に対する外国銀

行の買収を制限するケースがあった。銀行指令のこの規定は、2004 年に改正の議論が開始

され、第 2 次銀行指令施行の 15 年が経過した 2007 年に、ようやく受入国政府の権限を大

きく制限する改正がなされた。 

ではなぜ、受入国政府の銀行監督権限を制限する指令改正は、2004-07 年という時期に行

われたのだろうか。銀行合併に対する審査権限に関する銀行指令とその修正については、

Kerjean［2008］および Carletti & Vives［2009］が法的観点から詳細な検討を行っている。

また、大崎［2006］は、指令の修正による経済的な影響を検討している。本研究の独自性

は、これらの研究が着目した制度変化を、EU の大銀行の経営行動という視点から描き直し

                                                  
1 例えば星野は、EU で銀行の厳格な規制や抜本的な構造改革ができない理由として、EU
の金融監督・規制当局や通貨当局と欧州の金融業界との間の深い結びつきを挙げている（星

野［2015］）。 



ている点である。また、EU の銀行と米銀との競争関係に着目している点に関しては、本研

究は、川波［2003］の研究の延長上にあるともいえる。 

 本研究で明らかにするように、この指令の改正は、米国における金融規制の緩和とそれ

に伴う米銀の大規模化を契機とし、EU の大銀行がクロスボーダーM&A によって海外展開

を目指したことを背景としている。域内での海外展開を目指す EU の大銀行にとって、銀

行合併に関して受入国政府に認められた強い監督権限は、クロスボーダーM&A に対する政

治的障壁として認識されるに至った。このことは 1999 年のポルトガルの事例、2005 年の

イタリアの事例、2006 年の事例で明らかになった。EU 側も米銀に対抗できるヨーロピア

ン・チャンピオンの形成を目指していたこともあり、大銀行の要求通り銀行指令は改正さ

れ、受入国政府の監督権限は制限された。これが、銀行指令の改正が 2004-07 年という時

期になされた理由である。 

 EU と米国の政策の相互作用という観点で見れば、EU 統合によって促された米国の金融

規制緩和（グラム＝リーチ＝ブライリー法）が、米銀と EU の銀行との競争の激化を通じ

て、再び EU に跳ね返り、受入国当局の強い権限という政治的障壁（EU レベルで見た場合

の「地理的障壁」）を制限するに至ったのである。 

現在ユーロ圏で構築が進んでいる銀行同盟との関連でみれば、銀行監督権限の集中が、

「多国籍銀行に対する監督の強化」という文脈からだけではなく、「多国籍銀行にとって活

動しやすい規制環境の整備」という文脈からも生じうるという点が重要である。この視点

から銀行同盟を見るならば、銀行同盟は、ユーロ危機の対応として「多国籍銀行に対する

監督の強化」という文脈だけでなく、「多国籍銀行にとって活動しやすい経営環境の整備」

という文脈からも理解されるべきではないか。銀行同盟に関する本格的な検討は報告者の

今後の課題である。 
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